
議案第29号

つくば市健康増進施設いきいきプラザ条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成26年２月21日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市健康増進施設いきいきプラザ条例の一部を改正する条例

つくば市健康増進施設いきいきプラザ条例（平成13年つくば市条例第14号）の一

部を次のように改正する。

別表中「1,000円」を「1,020円」に改め，同表備考を削り，同表に次のように加

える。

２ 冷暖房使用料

１時間当たり510円

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成26年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際，この条例による改正前のつくば市健康増進施設いきいき

プラザ条例の規定により既に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料

については，なお従前の例による。


